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１ はじめに 

  地方公共団体の会計制度は、現金の収入・支出に重点を置いているため単式簿記による

経理となっています。そのため、保有する資産、負債等のストック情報や、行政サービス

に要したコストの状況などが捉えられていないなどの課題が指摘されています。また、企

業会計や出資法人などを含めた全体像をしめすことも困難でした。 

  そこで、地方公共団体の自らが保有する資産・債務の実態を把握し、情報開示を行うた

めの手段として、企業会計的手法を取り入れた公会計の整備の取り組みが行われてきまし

た。 

  平成 18 年 8 月に総務省から出された｢地方公共団体における行政改革の更なる推進のた

めの指針｣では、地方公共団体の公会計の整備について、発生主義及び複式簿記の考え方の

導入を図り、関連団体を含めた連結ベースでの財務書類の整備の必要性が示されています。 

  また、｢新地方公会計制度実務研究会報告書｣が公表され、国の財務書類に準拠した新し

い基準に基づく公会計モデルが示されました。 

  志免町では、平成 20 年度決算分より、新公会計モデルのうち、｢総務省方式改訂モデル｣

を採用し、普通会計ベースの財務書類を作成し、また、企業会計及び特別会計を含めた全

会計並びに地方三公社である土地開発公社の連結財務書類を作成しています。なお、志免

町が加入する一部事務組合を含めた連結財務書類の作成については、現在のところ行って

いません。今後、順次整備していく予定です。 

 

２ 財務書類の作成基準 

① 財務書類の作成手法 

｢新地方公会計制度実務研究会報告書（平成 19 年 10 月 17 日総務省）｣に基づく総

務省方式改訂モデルに準拠して作成しています。 

② 対象会計範囲 

普通会計財務４表・・・・普通会計（一般会計、住宅新築資金等貸付事業会計） 

連結財務４表・・・・・・普通会計、公営事業会計、志免町土地開発公社 

③ 対象年度 

平成 22 年度（基準日：平成 23 年 3 月 31 日。ただし、出納整理期間の入出金は基

準日までに終了したものとして処理しています。） 

④ 作成基礎データ 

昭和 44年度以降の決算統計の数値を用いて作成しています。 

売却可能資産については、特定の行政目的に供されず換価性が高い普通財産から売

却可能性の高いものを、固定資産税評価額をもって評価し、計上しています。 

 

  ※ 連結財務書類の作成基準の詳細は、22ページに記載しています。 

第１ 概要 
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３ 新公会計制度に基づく財務書類とは 

  財務書類は、｢貸借対照表｣｢行政コスト計算書｣｢純資産変動計算書｣及び｢資金収支計算

書｣の４表から構成されます。この４表の関係を示すと図表１のようになります。 

 

   《図表１》 

期末歳計現金残高

＋

支出

歳計現金増減額

期首歳計現金残高

±

科目振替等

＋

期末歳計現金残高

純資産変動計算書

期首純資産残高

一般財源・国県補助金等

行政コスト計算書

経常行政コスト

経常収益

純経常行政コスト

貸借対照表

資金収支計算書

純資産

収入

負債

資産

純資産歳計現金

期末歳計現金残高 期末純資産残高

純経常行政コスト

純経常行政コスト

 

 

 

(1) 貸借対照表 

貸借対照表とは、地方公共団体が住民サービスを提供するために保有している財産（資

産）と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを示す一覧表で、

資産合計額と負債・純資産合計額が一致し、左右がバランスしていることからバランス

シートとも呼ばれます。 

借方（左側）には、土地・建物などの今までに形成された町の資産が、貸方（右側）

には、借方の資産を形成した財源である負債と国県補助金や地方税などの一般財源等で

構成される純資産が表示され、資産と負債及び純資産の関係は、｢資産＝負債＋純資産｣

となります。 
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｢資産｣は、①自治体が住民サービスを提供するために使用すると見込まれるもの（使

う資産）と、②将来、自治体に資金流入をもたらすもの（売れる資産、回収する資産）

の２つがあります。例えば、①については、インフラ資産や施設などの有形固定資産が

含まれ、②は税金の未収金や売却可能資産などが含まれます。 

｢負債｣は、資産を形成するために充てられた財源のうち、将来に現金の支出負担が生

じるものです。地方債などの債務や将来支払う町職員の退職金などがあり、｢将来世代が

負担する部分｣といえます。 

｢純資産｣は、民間企業のような出資や利益の蓄積としての｢資本｣ではなく、資産形成

に充てられた町税や国や県の補助金などを表しています。純資産は｢現在までの世代が負

担した部分｣といえます。 

 

(2)  行政コスト計算書 

自治体の行政活動は、人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない当

該年度の行政サービスが大きな比重を占めています。自治体が福祉や教育などの行政サ

ービスを提供するためにコスト（原価・費用）がいくら掛かっているかを整理したもの

が行政コスト計算書で、民間企業が決算で用いる損益計算書に相当します。 

｢経常行政コスト｣と｢経常収益｣から構成され、コストの性質は、①｢人にかかるコスト｣

②｢物にかかるコスト｣③｢移転支出的なコスト｣④｢その他のコスト｣の４つに分けられま

す。 

①｢人にかかるコスト｣は、職員に対する給与や各種手当、委員の報酬等にかかった 1

年間のコストです。退職手当引当金繰入等は、職員がこの一年間勤務したことにより発

生する退職手当の増加分を示すものです。 

②｢物にかかるコスト｣は、物件費、維持補修費、減価償却費で、物品を購入したコス

トや行政サービスで生じるコストです。減価償却費は、道路、公園、学校等の有形固定

資産を 1 年間使用したことにより、資産の価値が減尐したものとして耐用年数と一定の

減価償却率から算出するものです。 

③｢移転支出的なコスト｣は、現金や現物給付により行っている行政サービスコストで、

町民へ直接給付する社会保障給付（児童手当や医療費の給付など）や各種団体への補助

金、公営事業会計への繰出金、一部事務組合への負担金などがあります。 

④｢その他のコスト｣は、支払利息と回収不能見込計上額です。支払利息は、地方債の

償還利子、回収不能見込計上額は、回収不能見込額・不納欠損処理などで回収が不能と

なった債権の金額です。 

 

｢経常収益｣は、上記の経常行政コストに対する受益者負担の金額を表しています。 

 

｢経常行政コスト｣と｢経常収益｣の差引が｢純経常行政コスト｣となります。行政サービ

スを提供する上で受益者負担以外に、町税や地方交付税、国県支出金などで賄わなけれ

ばならないコストが表されています。 
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(3)  純資産変動計算書 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が 1 年間でど

のように変動したかを表すために新設された財務書類です。純資産の部は今までの世代

が負担した部分ですから、1 年間で今までの世代が負担してきた部分の増減が分かるこ

とになります。 

純資産変動計算書は、図表２のとおり大きく 4 つの部分に区別してみることができま

す。 

 

   《図表２》 

純資産合計
公共資産等整備
国県補助金等

公共資産等整備
一般財源等

その他
一般財源等

資産評価差額

期首純資産残高

純経常行政コスト

一般財源

地方税

地方交付税

その他行政コスト充当財源

補助金等受入

臨時損益

災害復旧事業費

公共資産除売却損益

投資損失

損失補償等引当金繰入等

科目振替

公共資産整備への財源投入

公共資産処分による財源増

貸付金・出資金等への財源投入

貸付金・出資金等の回収等による財源増

減価償却による財源増

地方債償還等に伴う財源振替

資産評価替えによる変動額

無償受贈資産受入

その他

期末純資産残高

純資産変動計算書

①

②

③

④

 

① 純経常行政コストとその財源 

純経常行政コストの金額に対して、一般財源及び経常的な補助金等受入の金額がど

の程度あるかを見ることにより、純経常行政コストが受益者負担以外の経常的な財源

によりどの程度賄われているかが分かります。 

 

  ② 臨時損益 

経常的な財源のほかに、公共資産の除売却や第三セクター等に対する債権の放棄な

ど、臨時的な要因によるコストや収入の発生を表します。 



 7 

  ③ 科目振替 

①、②に記載した事項が主な純資産の変動要因となりますが、公共資産の整備によ

り純資産内部の振替が発生します。これにより、当該年度に公共資産の財源として拘

束された金額と、使途の自由な一般財源として回収された金額とのバランスが分かり

ます。 

 

④ 資産評価替えによる変動等 

売却可能資産や有価証券の時価評価に伴い、評価による増減額が生じます。また価

値のある資産を無償で受贈したことによる受贈益が発生する場合もあります。これら

は潜在的な一般財源を増減させますので、資産評価差額の増減として計上します。 

 

 

(4)  資金収支計算書 

資金収支計算書は、行政活動における資金（＝歳計現金）の出入りを 3 つの区分に分

けて表示した現金主義による財務書類です。 

3つの区分は①｢経常的収支の部｣②｢公共資産等整備収支の部｣③｢投資・財務的収支の

部｣に分けられます。 

   

① 経常的収支の部 

経常的収支の部には、人件費や物件費などの費用や税収、手数料などの収入が計上

され、日常の行政活動による資金収支の状況が表されます。 

 

② 公共資産等整備収支の部 

公共資産等整備収支の部には、公共資産の整備などによる資金の収支が計上され、

公共事業に伴う資金の使途とその財源が表されます。 

 

③ 投資・財務的収支の部 

投資・財務的収支の部には、投資及び出資、貸付、基金積立、地方債の元金償還な

どの支出とその財源である補助金、借入金、貸付金元金回収などの収入が計上され、

投資活動や借金の返済による資金の出入りが表されます。 
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１ 貸借対照表 

 

普通会計貸借対照表 

（平成 23年 3 月 31日現在と平成 22年 3月 31 日現在の比較） 

                                        （単位：百万円） 

借方 22年度 21年度 差額 貸方 22年度 21年度 差額 

【資産の部】    【負債の部】    

1.公共資産 32,893 32,752 141 1.固定負債 9,389 9,276 113 

 (1)有形固定資産 32,864 32,723 141  (1)地方債 8,040 7,738 302 

 (2)売却可能資産 29 29 0  (2)退職手当引当金 1,349 1,538 ▲189 

2.投資等 2,437 2,772 ▲335 2.流動負債 952 973 ▲21 

 (1)投資及び出資金 1,145 1,109 36  (1)翌年度償還予定地方債 871 885 ▲14 

 (2)貸付金 10 15 ▲5  (2)賞与引当金 81 88 ▲7 

 (3)基金等 1,114 1,542 ▲428 負債合計 10,341 10,249 92 

 (4)長期延滞債権 254 238 16 【純資産の部】    

 (5)回収不能見込額 ▲86 ▲132 46 1.公共資産等整備国県補助金等 2,604 2,485 119 

3.流動資産 2,699 2,439 260 2.公共資産等整備一般財源等 28,989 28,588 401 

 (1)現金預金 2,641 2,391 250 3.その他一般財源等  ▲3,905  ▲3,359 ▲546 

 (2)未収金 88 110 ▲22 4.資産評価差額 0 0 0 

 (3)回収不能見込額 ▲30 ▲62 32 純資産合計 27,688 27,714 ▲26 

資産合計 38,029 37,963 66 負債・純資産合計 38,029 37,963 66 

 

 (1) 資産の部 

  ① 公共資産 

    公共資産のうち｢有形固定資産｣とは庁舎、道路、公園、学校、保育園などの土地及

び建物等で決算統計に計上された数値を取得原価として計上し、減価償却を行ってい

ます。 

公共資産は、328億 9300万円で前年度に比べ、1億 4100 万円増加しています。減価

償却が 10億 6900 万円ありましたが、22 年度の公共資産整備のため 12億 1000 万円を

支出しましたので、額が増加しています。 

    また公共資産が資産合計の 86％を占めています。有形固定資産の目的別では、小中

学校などの｢教育｣分野が 135億 6900万円で 41％、道路などの｢生活インフラ・国土保

全｣分野が 118億 8800万円で 36％となっています。 

 

 

第２ 普通会計財務書類 
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  ② 投資等 

    投資等のうち｢投資及び出資金｣は、公営企業会計や土地開発公社等に対する出資金

等を計上しています。また｢基金等｣は、特定の目的で使用するために積み立てている

基金や退職手当組合への積立金です。財政調整等に使用する財政調整基金や町債の償

還に必要な財源として使用する減債基金は、容易に取り崩せることから｢流動資産｣に

計上しています。 

    ｢長期延滞債権｣には、町税や保育料などの収入未済額のうち滞納が 1 年以上のもの

が計上されます。1年未満のものは、流動資産の｢未収金｣に計上されます。 

投資等は、24 億 3700 万円で前年度に比べ、3 億 3500 万円減尐しています。退職手

当組合積立金が 4億 5300万円減尐したことなどが主な要因です。 

また、長期延滞債権が 1600万円増加しているものの、回収不能見込額は、町税の過

去 5年間の不能欠損実績率が低下したことが要因となり 4600 万円減尐しています。 

  

④  流動資産 

流動資産は、26億 9900万円で前年度に比べ 2億 6000万円増加しています。これは、

財政調整基金に 1 億円の積立てを行ったこと、また決算余剰金が前年度に比べて 1 億

4600 万円増加したことが要因です。 

    町税等の 1年未満の滞納額である未収金は、前年度に比べ 2200万円減尐しています。

また、町税の過去 5 年間の不納欠損実績率が低下していることにより、回収不能見込

額も 3200万円減尐しています。 

 

 (2) 負債の部 

  ① 地方債及び翌年度償還予定額 

    固定負債の地方債の額は、作成基準日現在の地方債残高から流動負債に計上してい

る翌年度償還予定の地方債を控除した額を計上しています。志免町の平成 22年度末の

地方債残高は 89 億 1100 万円で、このうち平成 23 年度に償還する地方債は 8 億 7100

万円です。 

 

  ② 退職手当引当金 

    志免町職員の退職手当支給は、福岡県下の市町村で構成する退職手当組合が行って

おり、町は負担金を支払っています。この退職手当引当金の額は仮に年度末において

全職員が普通退職したと想定した場合に必要となる退職手当の総額であり、退職手当

負担金として固定負債に計上されます。 

    志免町では退職手当組合に町持分として 1700 万円を積み立てていますので、実質的

に町が負担すべき退職手当の額は、13億 3200万円となります。 
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  ③ 賞与引当金 

    平成 23 年 6 月に職員に支給する賞与（期末・勤勉手当）の支給対象期間の一部は、

平成 22 年度に係るものであることから、平成 22 年度に係る部分を賞与引当金として

流動負債に計上します。6月支給の賞与は、前年度の 12月から 5月までの 6ヵ月を支

給対象期間としており、このうち 12 月から 3 月までの 4 ヵ月分が平成 22 年度分とな

ります。 

 

 (3) 純資産の部 

  ① 公共資産等整備国県補助金等及び公共資産等整備一般財源等 

    公共資産等整備国県補助金等とは、今までに整備してきた公共資産等（有形固定資

産や投資及び出資金等）の財源として受け入れた国庫支出金及び県支出金の合計額で

す。なお、建物や備品など償却資産の財源として受け入れた国県支出金は、資産の減

価償却に対応して償却しています。 

    また、公共資産等整備一般財源等とは、公共資産等整備の財源のうち、町税、地方

交付税、分担金、負担金等の合計額をいいます。 

 

② その他一般財源等 

その他一般財源等とは、公共資産等以外の資産から公共資産等整備財源以外の負債

を差し引いた額です。したがって公共資産等の整備に投下されていない財源で、翌年

度以降に自由に使える財源です。多くの自治体では、その他一般財源等がマイナスと

なる傾向があります。これは退職手当引当金や臨時財政対策債など資産形成につなが

らない負債に対してそれらの支出に対する備えが蓄えられていないことを表していま

す。しかし、臨時財政対策債などの地方債は、地方交付税の代替措置として発行を認

められたものであり、償還財源は将来の地方交付税収入により賄うことが見込まれて

います。 
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２ 行政コスト計算書 

 

行政コスト計算書 

（自 平成 22年 4月 1 日 至 平成 23 年 3月 31 日） 

                              (単位：百万円) 

 総 額 構成比率 

【経常行政コスト】        a 10,197 100.0％ 

1.人にかかるコスト 1,956 19.2％ 

 (1)人件費 1,406 13.8％ 

 (2)退職手当引当金繰入等 469 4.6％ 

 (3)賞与引当金繰入額 81 0.8％ 

2.物にかかるコスト 3,060 30.0％ 

 (1)物件費 1,907 18.7％ 

 (2)維持補修費 85 0.8％ 

 (3)減価償却費 1,068 10.5％ 

3.移転支出的なコスト 5,131 50.3％ 

 (1)社会保障給付 2,223 21.8％ 

 (2)補助金等 1,202 11.8％ 

 (3)他会計等への支出額 1,558 15.3％ 

 (4)他団体への公共資産整備補助金等 148 1.4％ 

4.その他のコスト 50 0.5％ 

 (1)支払利息 120 1.2％ 

 (2)回収不能見込計上額 ▲70 ▲0.7％ 

 (3)その他行政コスト 0 0.0％ 

【経常収益】           b 392  

1.使用料・手数料 388  

2.分担金・負担金･寄附金 4  

b／a （受益者負担比率） 3.85％  

【純経常行政コスト】         a－b 9,805  

 

 (1) 人にかかるコスト 

   資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費のコストのうち、人にかかるコスト

は、職員の給与や委員の報酬などの人件費です。平成 22年度は 19億 5600万円で、経常

行政コストの 19.2％を占めています。 
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 (2) 物にかかるコスト 

   物にかかるコストは、30億 6000万円で、経常行政コストの 30.0％を占めています。 

   また、公共施設など有形固定資産（土地を除く）は、行政サービスのために使用され

ることにより磨耗損耗しますが、これをコストとして捉え、耐用年数に基づいて毎年資

産価値が減尐する経費を減価償却費といい、これが経常行政コストの 10.5％を占めてい

ます。 

 

 (3) 移転支出的なコスト 

   社会保障給付や各種団体への補助金、一部事務組合への負担金などの移転支出的なコ

ストは、51 億 3100 万円で、経常行政コストの 50.3％を占めています。 

 

 (4) その他のコスト 

   支払利息と回収不能見込計上額のその他のコストは、5000万円で、経常行政コストの

0.5％となっています。 

公債費には、元金の償還分と利息の支払い分がありますが、元金は負債として貸借対

照表に計上されるため、行政コスト計算書で利息の支払い分のみをコストとして計上し

ています。平成 22 年度は、1億 2000 万円を計上しています。 

また、町税や使用料などが滞納となり、不納欠損処理したものや、徴収が困難になる

と見込まれる未収金や長期延滞債権はコストとして捉え、回収不能見込計上額として行

政コスト計算書に計上します。平成 22年度は、町税の過去 5年間の不納欠損実績率が低

下していることにより、前年度から 7000万円減尐しています。 

  

 (5) 経常収益 

   経常収益には、使用料・手数料、分担金・負担金、寄附金の調定額が該当します。具

体的には、保育料、証明手数料、施設使用料等のように、行政サービスの提供を受けた

り、施設を利用した際に徴収される料金等の、直接の受益者負担を表しています。 

   経常行政コストが、どの程度受益者の負担で賄われているかを表す受益者負担比率は、

3.85％となっています。 

 

 (6) 純経常行政コスト 

   経常行政コストから経常収益を差し引いた純経常行政コストは、98億 500万円で、こ

の額を町税や地方交付金、国県支出金で賄っていることになります。 
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３ 純資産変動計算書 

 

純資産変動計算書 

（自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23 年 3月 31 日） 

(単位:百万円) 

 
純資産合計 

公共資産等整備

国県補助金等 

公共資産等整備

一般財源等 

その他一般財源

等 
資産評価差額 

期首純資産残高 27,714 2,485 28,588 ▲3,359 0 

純経常行政コスト ▲9,805   ▲9,805  

一般財源 7,345   7,345  

補助金等受入 2,439 229  2,210  

臨時損益 ▲5   ▲5  

科目振替  ▲110 401 ▲291  

期末純資産残高 27,688 2,604 28,989 ▲3,905 0 

 

 (1) 純経常行政コストとその財源 

   純経常行政コストの 98億 500万円に対して、地方税、地方交付税等の一般財源と補助

金等受入の合計が 97億 8400万円となり、2100万円の不足となっています。これは純資

産の減尐を意味し、このどちらが多いかで、次世代へ負担を先送りしたのか、余剰を引

き継いだのかということを表します。 

 

 (2) 臨時損益 

   純資産の増減要因となる臨時的なコストや収入の発生を表しており、平成 22年 7月の

豪雨に伴う災害復旧に係るコストと、公共資産除売却に伴う利益を計上しています。 

 

 (3) 科目振替 

   公共資産整備に充当された財源とその他の財源の移動を表したもので、平成 22年度は

公共資産整備に 6 億 5400 万円、地方債償還のために 6億 900 万円の財源を投入していま

す。（詳細は、19 ページの純資産変動計算書に記載しています。） 
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４ 資金収支計算書 

 

資金収支計算書 

（自 平成 22年 4月 1日 至 平成 23 年 3月 31 日） 

(単位:百万円) 

 22年度 備  考 

期首歳計現金残高         a 598  

1.経常的収支の部           2,076 経常収支黒字額 

2.公共資産整備収支の部 ▲813 公共資産整備の赤字額 

3.投資・財務的収支の部 ▲1,117 投資・財務収支の赤字額 

合計(当該年度歳計現金増減額)      b 146  

期末歳計現金残高              a＋b 744  

 

 (1) 経常的収支の部 

   平成 22年度の経常的支出は 87億 300 万円、収入は 107億 7900万円で、20億 7600万

円の黒字となっています。この黒字分が公共資産整備支出や投資・財務的支出の財源と

して使用できることとなります。 

 

 (2) 公共資産整備収支の部 

   公共資産整備収支の部は、公共資産整備のための支出及び財源の状況を表しています。

平成 22 年度の公共資産整備支出は 13 億 7400 万円、収入は 5 億 6100 万円で、8 億 1300

万円の不足となっています。この不足額が経常的収支の黒字分で賄われています。 

 

 (3) 投資・財務的収支の部 

   投資・財務的収支の部には、投資・出資金や貸付金、地方債元金償還のための支出及

び財源の状況を表しています。平成 22年度の投資・財務的支出は 11億 5600 万円、収入

は 3900万円で、11億 1700万円の不足となっています。この不足額が経常的収支の黒字

分で賄われています。 

 

   全体として平成 22 年度中の歳計現金の増減額は、1 億 4600 万円の余剰となります。

その結果、年度末の歳計現金残高は 7億 4400万円となっています。 
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(資料編)普通会計財務書類 
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１ 貸借対照表 
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（注記事項） 
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２ 行政コスト計算書 
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３ 純資産変動計算書 
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４ 資金収支計算書 
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※ 基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

 

基礎的財政収支（プライマリーバランス）とは、地方債の発行・償還や財政調整基金・

減債基金の積立・取崩しを除いた、基礎的な収支状況です。 

近年の財政構造改革等の議論において、持続可能な財政のバランスの実現の指標として

使用されることが多く、重要な指標として注記されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

１ 連結財務書類とは 

連結財務書類とは、普通会計のほか、自治体が構成するその他特別会計や、自治体と連

携して行政サービスを実施している関係団体や法人を一つの行政サービス主体とみなして

作成する財務書類です。 

  連結財務書類は、普通会計と同様に 4つの表からなり｢連結貸借対照表｣｢連結行政コスト

計算書｣｢連結純資産変動計算書｣｢連結資金収支計算書｣があります。 

連結財務書類を作成するにあたっては、志免町に属する全ての公営事業会計、志免町が

設立した出資法人、一部事務組合・広域連合の財務書類を連結することになります。なお、

現在のところ志免町の加入する一部事務組合・広域連合については連結を行っていません。 

 

２ 連結財務書類の作成基準 

① 財務書類の作成手法 

｢新地方公会計制度実務研究会報告書（平成 19 年 10 月 17 日総務省）｣に基づく総

務省方式改訂モデルに準拠して作成しています。 

② 対象会計範囲 

連結財務４表・・・・・・普通会計、公営事業会計、志免町土地開発公社 

③ 対象年度 

平成 22 年度（基準日：平成 23 年 3 月 31 日。ただし、出納整理期間の入出金は基

準日までに終了したものとして処理しています。） 

④ 作成基礎データ 

公営事業会計については、各会計の決算書及び決算統計の数値を用いて作成。 

土地開発公社については、決算書数値を総務省方式改訂モデルに置き換えて作成。 

下水道事業会計の公共資産は、昭和 44 年度以降の決算統計の数値を用いて作成。 

⑤ 相殺消去 

連結財務書類は、連結対象の会計・法人等を一つの行政サービス実施主体とみなし

ているため、連結対象の会計・法人等の間で行われた、資金の出資や受入、貸付や借

入、繰出・繰入等は内部取引として相殺消去を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 連結財務書類 
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３ 連結対象法人等明細表 

 

区分 会計・法人名等 
連結 

対象 

資本金等 

（千円） 

出資割合 

経費負担割合 

（％） 

町からの補助 

金・負担金等 

(千円) 

職員数 

（人） 
主たる事業 

普通 

会計 

一般会計 ○    169  

住宅新築資金等貸付事業 

特別会計 
○    0  

公営 

事業 

会計 

水道事業会計 ○ 176,600  100 10  

国民健康保険特別会計 ○   487,726 6  

老人保健特別会計 ○   70 0  

後期高齢者医療特別会計 ○   91,999 2  

下水道事業特別会計 ○   378,000 6  

地方三公社 志免町土地開発公社 ○ 5,000 100％ - 0 公共用地先行取得 

 

※ 水道事業会計の資本金等は、繰入資本金 

※ 職員数は、人件費の支払会計で集計 

※ 一般会計の職員数には、特別職を含む 
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(資料編)連結財務書類 
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１ 連結貸借対照表 
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（連結貸借対照表内訳表） 
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２ 連結行政コスト計算書 
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（連結行政コスト計算書内訳表） 
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３ 連結純資産変動計算書 
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（連結純資産変動計算書内訳表） 
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４ 連結資金収支計算書（内訳表） 
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（参考）はじめて財務書類を見る方へ 
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はじめて財務書類を見る方は、その仕組みがわかりにくいと思います。そこで、架空の自

治体を想定して、財務書類の仕組みを見てみましょう。 

 

１ 期首貸借対照表 

 

○○町は、平成 21年 4月にできたばかりの自治体です。 

○○町は、手持ちの現金を 15億円もっています。 

平成 21 年度にやったことは、1億円の土地を現金で購入し、その土地に役場庁舎を建設し

たこと。役場庁舎を建設するのに 20 億円かかりました。その半分の 10 億円は国から補助が

ありました。あとの 10 億円は手持ちの現金から支払いました。平成 21 年度末の残った現金

は 4億円です。 

 

これを 21年度末の貸借対照表で表すと、Ａのようになります。 

 

Ａ 貸借対照表（平成 22年 3月 31日現在） 

資  産 負  債 

土地 1億円 地方債 0円 

建物 20億円 純 資 産 

現金 4億円 公共資産等整備国県補助金等 10億円 

  公共資産等整備一般財源等 11億円 

その他一般財源等 4億円 

純資産合計 25億円 

資産合計 25億円 負債・純資産合計 25億円 

 

  左側の｢資産｣には、土地の 1 億円、建物の 20 億円、現金の 4 億円で 25 億円の資産があ

ることがわかります。 

  右側の｢負債｣と｢純資産｣は、左側の｢資産｣の財源が示されます。 

｢負債｣は、借金がありませんので 0円です。 

  ｢純資産｣は、20億円の庁舎の建設に 10 億円、国から補助金をもらったので、｢公共資産

等整備国県補助金等｣に 10億円が計上されます。 

  また、庁舎建設の残りは、一般財源をつかったので、｢公共資産等整備一般財源等｣に 10

億円、土地の 1億円も一般財源をつかったので、合計で 11億円計上されます。 

  ｢その他一般財源等｣は、手持ちの現金 4 億円が借金などではなく、一般財源で形成され

ていることを示しています。 
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Ａを公共資産等とその他に分類するとＢとＣのようになります。 

 

Ｂ（Ａの公共資産等のみ） 

資  産 負  債 

土地 1億円 地方債 0円 

建物 20億円 純 資 産 

  公共資産等整備国県補助金等 10億円 

公共資産等整備一般財源等 11億円 

純資産合計 21億円 

資産合計 21億円 負債・純資産合計 21億円 

 

Ｃ（Ａの公共資産等以外） 

資  産 負  債 

現金 4億円 地方債 0円 

  純 資 産 

その他一般財源等 4億円 

純資産合計 4億円 

資産合計 4億円 負債・純資産合計 4億円 

 

Ｂは、21億円の公共資産等を形成したのは、10 億円の国県補助等と 11 億円の一般財源、 

 Ｃは、4億円のその他を形成したのは、一般財源であることがわかります。 

 

 Ａは平成 21 年度末の貸借対照表ですが、これはそのまま平成 22 年度の期首の貸借対照表

ということになります。ここから平成 22年度がスタートします。 
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２ 平成 22年度に行ったこと 

  

平成 22 年度の○○町は、歳入が 99.5 億円ありました。そのうち 4 億円は前年度からの繰

越金です。また、歳出は 95億円で、歳入から歳出を差し引いた額は 4.5億円で翌年度に繰り

越されます。 

 

 歳入 

① 町税 50億円の調定に対し、47.5 億円の収入がありました。徴収率は 95％です。 

② 地方交付税として 15億円が交付されました。 

③ 赤字地方債（臨時財政対策債）を 5億円発行（借り入れ）しました。 

地方交付税として 20 億円の計算がされましたが、国の財政が厳しいので交付税は

15億円となり、差額の 5億円は町が借金をして賄います。この返済の元金と利子は、

後の年度の交付税として国から支払われます。 

④ 公共施設建設の財源として、国から 10 億円の補助金が交付されました。 

⑤ また、同じく公共施設建設の財源として、8億円の地方債を発行しました。 

⑥ 経常的な行政サービスの財源として、県から 5億円の補助金が交付されました。 

⑦ 経常的な行政サービスの財源として、手数料や負担金など、いわゆる受益者負担と

して 5億円の収入がありました。 

 

 歳出 

⑧ 職員や議員等の人件費として、15億円支払いました。 

⑨ 経常的な行政サービスとして 60 億円支払いました。 

この財源は⑥と⑦の合計 20億円です。 

行政サービスは、教育や福祉などいろいろなサービスがありますが、毎年かかる行

政サービスをまとめて経常的な行政サービスとしています。 

⑩ 公共施設を建設しました。費用は 20 億円です。財源は、④の国庫補助金 10 億円と

⑤の地方債の発行 8億円です。のこりの 2億円は町税などの一般財源を充てました。 

 

①から⑩までのまとめ 

平成 22年度の○○町の①から⑩までの行政活動をまとめてみました。 

これは、現在自治体で作成している決算書と同じものになります。 
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Ｄ 平成 22年度 ○○町 歳入歳出決算書 

歳入 

項 目 金 額 備 考 

町税 47.5 億円  滞納となったもの 2.5億円 

地方交付税 15 億円  

使用料や負担金 5 億円  

国庫支出金 10 億円 公共施設建設の補助金 

県支出金 5 億円 経常行政サービスの補助金 

地方債（赤字分） 5 億円 臨時財政対策債 

地方債 8 億円 公共施設建設のための借金 

繰越金 4 億円  

歳入合計 99.5 億円  

 

歳出 

項 目 金 額 備 考 

人件費 15 億円  

経常行政サービス 60 億円  

公共施設建設 20 億円  

歳入合計 95 億円  

 

歳入総額      99.5億円 

歳出総額        95億円 

歳入歳出差引額   4.5億円 

 

 

３ 歳入歳出決算書では見えないこと 

 Ｄの歳入歳出決算書では、町の資産や負債（借金）がいくらあるかなどがわかりません。 

 そこで、企業会計の手法を用いた新公会計制度を用いて財務書類を作成します。Ａの期首

貸借対照表が期末（年度末＝平成 23年 3月 31日）には、どうなったかなどをみてみます。 

 

 

４ 仕分け 

 新公会計制度では、企業会計の複式簿記の考え方を取り入れていますので、平成 22年度の

歳入、歳出などの仕分けを行います。 

 仕分けは、貸借対照表の左側の項目が、マイナスになる場合、右側に表示するなどわかり

にくい面がありますので、ここでは、左側の項目のままマイナス表示をしています。 

 項目は、貸借対照表の資産、負債、純資産のほかに、費用と収益が加わります。 

 費用と収益は、行政コスト計算書に集計されます。 
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借 方       貸 方 

 

 

資産 

 

 

負債 

純資産 

収益 
費用 

 

 ① 町税の調定と収入 

町税の調定額は 50億円です。調定とは歳入されるべき金額です。これに対し実際に歳

入された額が収入額で、47.5億円となっています。つまり 2.5 億円は新公会計では未収

金となります。 

50 億円の調定を行うと｢純資産｣を 50 億円計上します。まだ、収入はあっていません

ので｢資産｣に未収金 50億円も計上します。新公会計制度では、町税を収益ではなく、純

資産の増加として捉えています。 

仕訳では、左側と右側が一致することになります。ここでは、マイナス表示をしてい

ますので一致しません。 

 

①－１ 町税 50億円の調定 

資 産 純資産 

未収金 50億円 純資産 50 億円 

 

47.5 億円の収入を計上します。｢資産｣に 47.5 億円の現金を計上します。未収金は 47.5

億円減尐することになり、未収金は 2.5億円残ったことになります。 

 

①－２ 町税 47.5 億円の収入 

資 産  

現金 47.5億円   

未収金 △47.5億円 

 

 ② 交付税の収入 

地方交付税の収入は 15億円です。交付税も調定をした時点で未収金を計上し、収入し

た時点で未収金を減額するのが正しい方法ですが、ここでは全額収入があるので未収金

の考えを省略しています。 
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② 交付税の収入 

資 産 純資産 

現金 15億円 純資産 15 億円 

 

 ③ 赤字地方債の収入 

赤字地方債の発行 5億円を行いました。地方債は、｢負債｣に計上されます。 

 

③ 赤字地方債の発行 

資 産 負 債 

現金 5億円 地方債（赤字分） 5億円 

 

 ④ 人件費・経常的な行政サービスの費用の支出 

   人件費、経常的な行政サービスの支出は｢費用｣に計上されます。 

   人件費 15 億円、経常的な行政サービス 60 億円です。経常的な行政サービスは、その

種類により｢社会保障給付｣や｢物件費｣などに区分されますが、ここでは経常行政サービ

スとして計上しています。 

 

④ 人件費・経常行政サービスの支出 

資 産  

現金 △75億円   

費 用 

人件費 15億円 

経常行政サービス 60億円 

 

 ⑤ 経常行政サービスの財源の収入 

経常行政サービスの財源に充てられる県補助金と手数料・負担金等を計上します。 

手数料・負担金等はここでは｢収益｣の受益者負担金として取り扱っています。 

県補助金は｢純資産｣の増加として捉えます。 

 

⑤ 経常行政サービスの財源の収入 

資 産 純資産 

現金 10億円 純資産 5億円 

 収 益 

受益者負担金 5億円 

 

 ⑥ 公共施設の建設 

   公共施設の建設は、｢資産｣の増加として捉えます。 
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⑥ 公共資産の建設 

資 産  

建物 20億円   

現金 △20億円 

 

 ⑦ 公共施設建設の財源の収入 

   公共施設建設に充てられる国庫補助金 10億円と地方債 8億円の収入です。 

 

⑦ 公共施設建設財源の収入 

資 産 負 債 

現金 18億円 地方債 8億円 

 純資産 

純資産 10 億円 

 

 ⑧ 減価償却 

   歳入歳出決算書ではあがりませんが、平成 21年度に建設した建物の減価償却を行いま

す。公共施設などの建物は、行政サービスのために使用されることにより、価値が下が

っていきます。これをコストとして捉え、耐用年数に基づいて毎年資産価値が減尐する

経費を減価償却費といいます。 

   平成 21年度に建設した建物の耐用年数を 50年として、20億円の資産価値のうち毎年

0.4億円減価償却するとします。 

 

⑧ 減価償却 

資 産  

建物 △0.4億円   

費 用 

減価償却費 0.4億円 
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 ①から⑧までを集計すると次のようになります。 

 

Ｅ 平成 22年度中の異動 

資 産 負 債 

建物 19.6億円 地方債（赤字分） 5億円 

現金 0.5億円 地方債 8億円 

未収金 2.5億円 純資産 

費 用 純資産 80 億円 

人件費 15億円 収 益 

経常行政サービス 60億円 受益者負担 5億円 

減価償却費 0.4億円   

 

 

５ 行政コスト計算書 

 

  Ｅの平成 22年度中の異動の｢費用｣と｢収益｣の部分を集計したものが、行政コスト計算書

です。 

  行政コスト計算書は、｢費用｣を｢人にかかるコスト｣｢物にかかるコスト｣｢移転支出的なコ

スト｣｢その他のコスト｣に区分しますが、ここでは省略しています。 

 

Ｆ 行政コスト計算書 

区分 金額 

①【経常行政コスト】  

人件費 15 億円 

経常行政サービス 60 億円 

減価償却費 0.4 億円 

合  計 75.4 億円 

②【経常収益】  

受益者負担金 5億円 

③【純経常行政コスト】（①－②） 70.4 億円 

 

  ①【経常行政コスト】から②【経常収益】を差し引いたものが③【純経常行政コスト】

で、受益者負担金以外の一般財源や国県支出金などで、経常的な行政サービスを行った

ことを示しています。 
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６ 期末貸借対照表 

 

  Ａの期首貸借対照表にＥの平成 22 年度中の異動の｢資産｣｢負債｣｢純資産｣を反映したも

のが、期末（平成 22 年度末）の貸借対照表です。 

  行政コスト計算書の｢純経常行政コスト｣は、受益者負担金以外の一般財源等で賄われて

いますので、｢純資産｣から｢純経常行政コスト｣を差し引くことになります。 

  仕訳では｢純資産｣は、｢公共資産等整備一般財源等｣などの区分は省略していましたが、

ここでは区分して表示しています。 

  ｢公共資産等整備国県補助金等｣と｢公共資産等整備一般財源等｣は、建物の減価償却に伴

い、それぞれ 0.2 億円減尐し、その合計 0.4 億円は｢その他一般財源等｣から振替えられま

す。 

 

Ｇ 貸借対照表（平成 23年 3月 31日現在） 

資  産 負  債 

土地 1億円 地方債（赤字分） 5億円 

建物 39.6億円 地方債 8億円 

現金 4.5億円 負債合計 13億円 

未収金 2.5億円 純 資 産 

  公共資産等整備国県補助金等 19.8 億円 

公共資産等整備一般財源等 12.8 億円 

その他一般財源等 2億円 

純資産合計 34.6 億円 

資産合計 47.6億円 負債・純資産合計 47.6 億円 
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  Ｇを公共資産等とその他に分類するとＨとＩのようになります。 

 

Ｈ （Ｇの公共資産等のみ） 

資  産 負  債 

土地 1億円 地方債 8億円 

建物 39.6億円 負債合計 8億円 

  純 資 産 

公共資産等整備国県補助金等 19.8 億円 

公共資産等整備一般財源等 12.8 億円 

純資産合計 32.6 億円 

資産合計 40.6億円 負債・純資産合計 40.6億円 

 

Ｉ（Ｇの公共資産等以外） 

資  産 負  債 

現金 4.5億円 地方債（赤字分） 5億円 

未収金 2.5億円 負債合計 5億円 

  純 資 産 

その他一般財源等 2億円 

純資産合計 2億円 

資産合計 7億円 負債・純資産合計 7億円 

 

  Ｈをみると、土地建物の資産は 40.6億円あり、それは 19.8 億円の国県支出金、12.8億

円の一般財源、8億円の地方債により形成させたことがわかります。また、8億円は将来の

世代の負担により賄われます。 

 

  Ｉをみると、2.5 億円の未収金も資産として計上され、合計 7 億円の資産についても、

赤字地方債がありますので、5 億円は将来世代の負担となっていますが、これは地方交付

税によって、後年度、国から交付されることを表しています。一般的に、この臨時財政対

策債などの赤字地方債を自治体は多く発行していますので、貸借対照表の｢純資産｣のその

他一般財源等はマイナス表示となることが多い傾向にあります。 
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７ 純資産変動計算書 

 

  純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の数値が１年間でどう変動したかを示すもの

です。 

 

Ｊ 純資産変動計算書 

 
純資産合計 

公共資産等整備 

国県補助金等 

公共資産等整備 

一般財源等 

その他一般財源

等 

期首純資産残高 25億円 10億円 11 億円 4億円 

純経常行政コスト① △70.4億円   △70.4 億円 

一般財源     

地方税② 50億円   50 億円 

 地方交付税③ 15億円  15 億円 

補助金等受入④ 15億円 10億円  5億円 

科目振替     

 公共資産整備への財源投入⑤   2億円 △2億円 

 減価償却による財源増⑥  △0.2億円 △0.2 億円 0.4億円 

期末純資産残高 34.6億円 19.8 億円 12.8 億円 2億円 

 

① 行政コスト計算書の純経常行政コストは、一般財源等により賄われていますので、｢そ

の他一般財源等｣が減尐することになります。 

② 地方税の調定により｢その他一般財源等｣が 50億円増加します。 

③ 地方交付税の収入により｢その他一般財源等｣が 15億円増加します。 

④ 補助金の受入は 15 億円ですが、そのうち 10 億円は公共資産建設の財源ですので、｢公

共資産等整備国県補助金等｣が 10億円増加、のこり 5億円は経常行政サービスの財源で

すので｢その他一般財源等｣が 5億円増加します。 

⑤ 科目振替の公共資産整備への財源投入として、公共資産建設に 2億円の一般財源を充て

ましたので、｢その他一般財源等｣から｢公共資産等整備一般財源等｣に振替ます。 

⑥ 建物の減価償却により、その財源も減尐します。 
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８ 資金収支計算書 

 

  資金収支計算書は、１年間の現金の動きを表したもので、歳入歳出決算書と同様のもの

です。その性質により｢経常的収支の部｣｢公共資産整備収支の部｣｢投資・財務的収支の部｣

に区分されます。 

 

 

１ 経常的収支の部 

人件費 15 億円 

経常行政サービス 60 億円 

支出合計 75 億円 

地方税 47.5 億円 

地方交付税 15 億円 

国県補助金等 5億円 

受益者負担金 5億円 

地方債発行額（赤字分） 5億円 

収入合計 77.5 億円 

経常的収支額 2.5 億円 

 

２ 公共資産整備収支の部 

公共資産整備支出 20 億円 

支出合計 20 億円 

国県補助金等 10 億円 

地方債発行額 8億円 

収入合計 18 億円 

公共資産整備収支額 △2億円 

 

３ 投資・財務的収支の部 

支出合計 0 円 

収入合計 0 円 

公共資産整備収支額 0 円 

 

当年度歳計現金増減額 0.5 億円 

期首歳計現金残高 4億円 

期末歳計現金残高 4.5 億円 

 

 


